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ドイ ツ化 学 企 業C社 の報 酬 シ ステ ム

久 本 憲 夫

1は じ め に

ドイ ツ の報 酬 シス テ ム に.つい て は,金 属 産 業 の協 約 賃 金 表 が 有 名 で あ る%

ホ ワ イ トカ ラー とブ ル ー カ ラ ー は別 個 の 賃 金 表 が作 られ て い るのが 普 通 で あ る。

た だ,化 学 産業 で は工 職 一 体 の報 酬 シ ス テ ム と な って い る。 こ こで は,こ の産

業 の報 酬 シ ステ ム を調 べ る こ とに しよ う。 とは い え,協 約 レベ ル は と もか く個

別 企 業 内 の シス テ ム とな る.と接 近 す る こ と は容 易 で は ない 。B㎝der[1997]の

研 究 と筆 者 た ち の聴 き取 り調 査2〕を も とに,そ の 実 態 に せ ま りた い 。 企 業 内 賃

金 構 造 は協 約 賃 金 体 系 で 説 明 しつ くさ れ るのか 。 両 者 の 関係 は,近 年 どの よ う

に 変 化 しつ つ あ る の か 。 ま た,協 約 外 職 員(AuBertariflicheAngestellte)は

ど の よ うな報 酬 シ ス テ ムの も とに あ る のか 。 まず,労 働 協 約 をみ る こ とか らは

じめ よ う.。

II労 働 協 約

化学産業では,定 期的な報酬額の決定を除けば,協 約交渉は中央,つ ま り化

Dド イツ企業の賃金 と人材育 成につ いては,日 本労働研究機構[1998],と くに ドイツ自動車企

業の賃金制度 の詳細 につ いては,久 本[1999]を 参照されたい。

2)聴 き取 りは,1997年2月14日 にC本 社でお こなった。 この聴 き取 りは 日本労働研究機構 の多 国

籍企 業労働 問題調 査研究事業の一環 としてお こなわれた ものであ り,す で にその成果 は 日本労働.

研究 機構[1993]と して刊行 され てい る。 ここでは,同 書でスペー界や全体 のバランスから十分

に論述 することので ぎなか った貴重な調査資料,お よび参考 文献の検討 によ り,C杜 の報酬 シス

テムにつ いて詳細 な検討 を加 える。C社 の状 況につ いては,Bender[19剛 と聴 き取 りならびに

その時 に収集 した資料 にもとづいてい.る。聴 き取 りに応 じていただいたのは,人 事担当者 および

従業 員代表 など5名 であ る。
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学 労 組 本 部 と連 邦 化 学 使 用 者 連 盟 との あ い だ で お こな わ れ る 。主 要 な労 働 協 約

は3つ あ る(こ れ 以 外 に,旧 東 ドイ ツ地 域 で は特 別協 約 が 結 ば れ て い る)。 ①

1992年 の 大 綱 協 約(Mantelta・ifvertTag),②1987年 の 連 邦 報 酬 協 約(Bundes-

entgelttarifvertrag,BETV),③ 大 卒 者 を 対 象 と す る 「大 卒 者 大 綱 協 約 」

(ManteltarifvertragftirakademisehgebildeteAngestellte)3〕 で あ る。 最 後 の大

卒 者大 綱 協 約 は就 職 後5年 間 につ い て 適 用 され る もの で あ って,通 常 彼 ら は5

年 後 には協 約 外 職 員 とな る とい わ れ て い る。.

1987年7月1日 の連 邦 報 酬 協 約 に一 本 化 され るま で は,20の 地 域 別労 働 協 約

が あ っ た 。BETVで は,13の 報 酬 等 級(El-E13>が あ り,そ れ ぞ れ の 等 級

には,一 般 的 な説 明 と基 準 例 が つ い て い る。 被 用 者 の 格付 け は どの よ うな仕 事

を して い るか に も とづ い て な され てい る。 この 労 働 協 約 に よ って,従 来 の現 業

労 働 者(Arbeiter,ブ ル ー カ ラー 〉 と職 員 〔Angestellte,ホ ワ イ トカ ラー)の

区 分 が な くな った。 ご く一 部 の企 業 別 労 働 協 約(個 別 企 業 と労働 組 合 の協 約)

を除 けば,こ う した統 一 労 働 協 約 は現 在 まで 化 学 産 業 だ けで あ る 。 とは い え,

これ で 現 業 労働 者 と職 員 の 区分 が 完 全 に な くな つ起 わ け で は な い 。 ま ず,社 会

保 険 上,現 業労 働 者 と職 員 の 区分 が あ り,だ れ が 現 業 労 働 者 か 職 員 か は 明確 で

あ る。 よ り本 質 的 な 点 は,E8ま で とE9か ら の 間 に 明 確 な違 い が あ る こ とで

あ る。 ホ ワ イ トカ ラ ー職 種 で 訓 練 を受 けた 者 は,当 初 こそE4やE6な ど に格

付 け られ るが,徐 々 に 昇 進 して い く場 合 が 少 な.くな い。 と ころ が,ブ ル ー カ

ラー 職 種 で 訓練 を受 け た者 は,職 長(マ イ ス ター)や テ ヒニ カー な どに な らな

い か ぎ り,E8ど ま り とな る。

第 ユ表 は ノ ル トラ イ ン地 域 の1997年3月 か らの協 約 賃 金 表 で あ る。E9か ら

E13ま で は,2年 ご との 自動 昇 給 とな って い る。 当 然 の こ とで あ るが,昇 格 す

る場 合 は,報 酬 が上 が る と ころ に格 付 け られ る。 また,す で にの べ た よ うに,

各 報酬 等級 の報 酬 額 は地 域 ご とに決 定 す るの だ が,同 一 報 酬 等 級 の 事 務 系 職 員

(K)・ 職 長(マ.イ ス ター,M)・ 技 術 系 職 員(T)の 報 酬 額 の 差 も地 域 に よ っ

3)日 本労働研究機構 ・連合総合生活開発研究所[1995],64-67ペ ージを参照。
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..第1表 化 学 産 業 の 協 約賃 金 表(ノ ル トライ ン地域,1997年3月 か ら有 効)

協約報酬保証..
報酬等級 初任給 2年 4年

6年
報酬等級 鰯約報酬

一.....一2年 3年 4年 6年 拍動昇㈲

E1 3,027 . Egx 3,804 4,163 4,575 5,140

E2 3,206 T 3,860 4,225 4,642 5,216

E3 3,285 M 3,860 4,225 4,642 5,216

E4 3,378
EIOK 4,277 4,671 5,121 5,628

E5 3,46ユ 3,508 3,634
T 4,356 4,758 5,216 5,732

E6 3,544 3,757. 3,934 4,111
M 4,356 4,758 5,216 5,732

E7 3,653 3,872 4,091 4,311

E8 3,759 3,985 4,248 4,511
EllK 4,770 5,198 5,565 6,115

T 4,870 5,307 5,681 6,243

M 4,822 5,255 5,626 6,182

E12K 5,153 5,615 6,078 6,606

T 5,270 5,743 6,216 6,756

M 5,164 5,628 6,091 6,621

E13K 7,092

T 7,266

M 7,056

出典:社 内資料。

て異 な ってい る。 これ はか っ て の 地 域 別 労働 協 約 を そ れ ぞ れ受 け継 いで い るか

らで あ る。 た とえば,第1表 で は技 術 系 が も っ と も高 い が,バ ー ゲ ン=ヴ ユ ル

テ ン ブ ル ク地 域 で そ の 差 は 最 大 で あ り,ハ ンブ ル ク と シ ュ レス ビ ッ ヒ ニホ ル

シ ュ タ イ ンで は,ま った く差 が な い(Bender[1997],S,60)。

E5か らESま で の 「協 約 報 酬 保 証 」 とは,1987年 に現 行 の 連 邦 報 酬 労 働 協

約 が 結 ばれ た と きにで きた もの で,か つ て 現 業 労働 者 を対 象 と して支 払 わ れ て.

い た成 績 加 給 を保 証 され た 協 約E乗 せ 部 分 と して 固 定 した もの で あ る。 これ は

.か つ て の成 績 加 給 が 多 くの 企 業 で 実 態 と して は 一律 支給 に近 か っ た こ と を推 測

させ る。 この 「保 証 」 は1992年 に旧 西 ドイ ツ地域 につ い て統 一 され た。 つ ま り,

E5の 報 酬 等 級 に対 す る上 乗 せ部 分 はそ の 報 酬 等 級 で の 勤 務 年 数 が3年 た つ と.

2.5%,.6年 た つ と5%で あ る。E6(E7,E8)で は,2年 後,4年 後,6年
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後 に それ ぞれ,6%(6%,6%),11%(12%,13%),16%(18%,20%)

とな る。 な お,超 過 勤 務 手 当 や 夜勤 手 当,交 替手 当 な どの算 定 基 準 はあ くまで,

協 約 報 酬 額 で あ り,こ の 「協 約 報 酬 保証 」 は 算定 の基 礎 とは な らな い。

な お,大 綱 労 働 協 約 に よれ ば,割 増 率 は 超 過 勤 務25%,定 期 的 な深 夜 勤 務

15%,不 定 期 の深 夜 勤 務20%,日 祭 日60%な ど とな って お り,さ らに交 替 勤 務

手 当 は完 全連 続 交 替 勤 務(土 曜 日の14時 か ら月 曜 日の6時 まで あ い だ に 一時 的

で も操 業 して い る勤 務)で は10%,部 分 連 続 交 替 勤務(原 則 と して,前 記 の時

間 帯 に操 業 して い な い 勤 務)で は6%の 割 増 が つ くの。 能 率 給 制 度 につ い て み

る と,大 綱 労 働協 約 で は,ア コ ー ド賃 金 のば あい に は,協 約 賃 金 の115%以 上,

数 量 プ レー ミエ ン制 度 の と きは協 約 賃 金 の108%以 上 とされ て い る(第16条)。

能 率 制 度 は現 業 労働 者 を対 象 とす る もので あ る。 それ は事 業 所 協 定 に よ る。 ア

.コー ド賃 金 制 度 が 一般 的 な 例 と して は,化 学 産業 の なか で は タ イ ヤ メー カー の

現 業 部 門 が あ げ られ る。他 方,素 材 化 学 産業 や 製 薬 業 で は ア コ ー ド賃 金 制 度 は

ほ とん ど採 用 され て い な い 。 これ らの 産 業で 長 い 間支 配 的 だ っ た賃 金 制 度 は プ

レー ミエ ン賃 金(実 際 に は,Pensumlohn':')で あ る。 こ のPensumlohn制 は,

個 人 の業 績 刺 激 効 果 を も って い な い と経 営側 か ら批 判 され て い る。 こ の制 度 の

見 直 し は,1995年 にC社 で 大 規 模 にお こ なわ れ た6〕。C社 で は協 約 上乗 せ 部 分

4)MantekarifvertragfOrchemischehdus雨 巳1992,§4111.

5}こ こで,Pensuml。hnと は,実 績 ではな く,期 待 に もとづいて支払 う能率給であ り,期 待能率

給 ともいい うるものであ る。期待 どお りの能率 を達成できなかった場 合には.一 定期間後(通 常

は2,3ゲ 月後)割 増率 の.見直 しをお こなうとされ る。Pensumlobnは3つ に細分 されるび① 契

約賃 金Vertagsbhn,② 計測 日給MMeasured.Day-Work,③ プログ ラム賃金P【ugrammlr・hn

で ある.① は部Fと 上 司が特定の期間についてある能率水準 と賃率を取 り決める もので ある。能

率水準 が多少上.卜.するときは賃金 に影響はないが,大 幅に乖 離 した ときには,賃 率 の修正 がおこ

なわれる。② は,職 務評価 によって異 なる時間給であ る。補助的に個人別の成績加給が利用 され

る こともあ る。 このシステムの核心 は,正 常 な生産の維持にあ る.100%の 能率 に達 しない者 は

研修 を うけるか配転 され る。計測 日給制が能率給に区分され るのは,達 成 されるべき能 率期待が

決ま ってお り,そ れを満た さない場合 には賃金 に影響するか らであ るとい う。③ は.事 前 に確定

した仕事内容 に対 して支払われ る賃金であ り,予 定 された仕事内容以上の ことを して も賃金の ト

乗せ はないが,予 定 され た仕事 を期 間内 に果た さなか ワた ときには賃金の 都 を差引 くとい うも

のである。Hopfenbeck[1990],S.354H.

6)ほ かの3大 化学 メーカーで あるA社 ・B仕 のうち,A社 も1995年 に大規模な報酬制度 の見直 し

をお こなってい る。詳 しくはBender[1997],S、1劃一134を み よ。 またB社 では ヒ記の労働協/
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に つ い て は 独 自の もの もあ るが 基 本 的 には 労 働 協 約 に沿 った もの とな って い る。

IIIC社 の 報酬 シス テ ム

1前.史

1985/86年 の 制 度 改 革 は,す で に み た工 職 一 体 報 酬 協 約 を先 取 りした もの で

あ り,ま ず ア コー ド賃 金 が 廃 止 さ れ,い わ ゆ る 「成 績 上 乗 せ」(Leistungs・

sockel)に 関す る事 業 所 協 定 が締 結 さ れ た 。 ζの 「成績 上 乗 せ 」 は 協 約 報 酬 に

対 す る一.律上 乗 せ で あ り,個 人 の 成 績 は関 係 な か った 。 旧 来 の ア コ ー ド賃 金 能

率 部分 の保 証 とい う性 格 を もって い た とお もわ れ る。 ま た,1988年 の 連邦 報 酬

協 約発 効 と と もに,社 内 の職 務 はす べ て協 約 にそ った 形 で,総 合 的職 務 評 価 で,

再 格 付 け され た 。 だ が,こ う した報 酬 制 度 の改 訂 で,.会 社 が 満 足 した わ け で は.

なか った。 査 定 に よ る個 人 加 給 の創 設 が 追 求 され る ので あ る。 「成 績 上乗 せ 」

は それ へ の過 渡 的 な制 度 で あ った 。 そ れ,は1994年 に起 こった 。

1986年 の 「成 績 上 乗 せ 」協 定 は,協 定 に そ って1994年 に会 社 側 か ら解 約 され

た 。解 約 理 由 と して会 社 はつ ぎの こ とを あ げた 。① 「成 績 上 乗 せ 」 は,成 績 と

の 関 連 を ま っ た く欠 い て お り,協 約 報 酬 の一 律 上 乗 せ と な っ てい る。② 協 約

対 象 従 業 員 の 報酬 が異 な っ た原 則 で な され て い る。 これ は この 「成 績 上 乗 せ 」

がE1か らERま で の 従 業 員 に適 用 さ れ て い た こ と を指 して い る。 ア コー ド賃

金 能 率 部 分 の 読 み 替 え で あ る以上 当然 で あ るが,工 職 一 体 化 した ので あ るか ら

制 度 上 おか しい とい うわ けで あ る。

1

.

」
劉
¶

」
.
.

2新 システ ム

1995年 か ら の制 度 で は,.「成 績 上 乗 せ 」 総 額 は3分 の1に 削 減 さ れ,「 企 業 上

乗 せ 」(Firmensockel)と 改 称 され た 。 そ れ まで 一 人 平 均500マ ル クに達 してい

た 「成 績 上 乗 せ」 は,二 人 平 均170マ ル クの 「企 業 上 乗 せ 」 と な った の で あ る。

＼約に最 も沿 った形で報酬 システムが運用 きれてい るとい う。A杜 では1995年 まで全 く独 自のシス

テム を採用 していた.
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第2表C社 の 企 業 内報 酬 表(1997年3月 か ら有 効)

〔単位:マ ル ク)

在籍年数後の額
報酬等級 初 任 額

1年. 2年 4年 6年

E1 3,178

E2 3,206 3,270 3,334 3,398

E3 3,285 3,351 3,416 3,548 3,679

E4 3,378 3,547 3,682 3,817

E5 3,461 3,669 3,842 4,015

E6 3,544 3,792 4,005 4,217

E7 3,653 3,945 4,201 4,457

E8 3,759 4,060 4,360 4,661

出典.:社内資料。

そ して,浮 い た3分 の2の 労 務 コ ス トを原 資 と して,個 人 別 査 定 に も とつ く

「成 績 加 給 」(Leistungszahlung,LZ)が 導 入 され た 。

成 績 加 給 を検 討 す る前 に,C社 の1997年3月 か らの報 酬 表 をみ て お くこ と に

しよ う。 第2表 は,C社 本 社 地 域 の1997年3月 か らのElか らE8ま で の企 業

内報 酬 表 セ あ る。E9か らE13ま で は,す で に 示 した 協 約 報 酬 表 が 直 接 適 用 さ

れ る。 つ ま り企 業 上 乗 せ は ない 。協 約 報 酬 表 との ちが い は,初 任 額 につ い て は,

E1の 額 が 若 干 高 い 以 外 は な い。 そ して,1997年2月 時 点 の 報 酬 等 級 別 人 員構

成 を み る と,従 業 員 総 数4万3千 人 強 の うち,E1ラ ン クは わ ず か5名 にす ぎ

な い 。実 質 的 な童 味 は ほ と ん ど ない とい って よい(後 出 の 第1図)。

実 質 的 な 違 い は 当該 等 級 在 籍 年 数 後 の額 で あ る。 これ は,E9以 上 と同様 の

自動 昇 給 とな っ て お り,報 酬協 約 以 上 に 工職 格 差 が小 さ くな っ てい る こ と を示

して い る。 と くに,E4以 上 はE9以 ヒと ま った く同様 に な っ て い.るこ とが わ

か る(な お,E1-E3ラ ンク の 人 数 は,全 体 の わ ず か4.3%し か い な い)。 この

場 合,協 約報 酬 と異 な り基 本 報 酬 で あ るか ら,交 替手 当や 超 勤 手 当 な ど の算 定

基準 に は い る。.「協 約 報 酬 保 証 」 よ り も恵 まれ て い る。

な お,制 度 改 訂 に と もな って 名 目 ヒ減 収 に な った 者 は 多 い 。 「成 績 上乗 せ 」

部分 が3分 の1に な っ て しま った か らで あ る 。 減収 部分 は 会社 が 保 証 した 。 こ
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第1図.C社 の 報酬 等級 別 人 員構 成(1997年1月)

さ田踏㎜㎜㎜㎜13衄血顯慧皿闘桝
O

田田

料資内礼典出

.の 部 分 は,の ち の協 約 賃 上 げ に と もな って 将 来 的 に少 な.くな って い く予 定で あ

る。 従 前 は.全社 で 年 間約1億6千 万 マ ル ク を この 「成 績 上 乗 せ 」 に 支 出 して お

り,1995年 の 「企 業 上乗 せ」 総 額 が 約5千300万 マ ル ク とい うか ら,つ ぎ に み

る成 績 加 給 原 資 は約1億700マ ル ク とされ た。 しか し,現 収保 証 す る以 上,す

ぐに は この原 資 は使 え な い。 初 年 はか な りの 資 金 を個 人 別査 定 賃 金 を入 れ る た

め に投 資 と割 り切 って使 った もの と推 測 され る。 な お,新 採用 者 は新 制 度 に よ

る報 酬 が 支 給 さ れ る 。 成 績 加 給 は全 協 約 対 象 従 業 員 に支 給 さ れ るか ら,E1-

ESとE9-E13の 格 差 が 中長 期 的 に は拡 大 す る可 能 性 が高 い。 た だ,聴 き取 り

に まれ ば,従 来E8一 一E13の 層 に つ い て は.優 秀 な らば 本 来 の 要件 よ りも上 位

に格 付 け る こ とで(た とえ ば,E10の 職 務.を して い る が,優 秀 な の でE11に.

格付 け る とい う こ と)対 応 してい た が 今 後 は 止 め る とい う。 した が って 一概 に

E9以 上 が 有利 にな る とは い え な い とい うのが,会 社 の見 解 で あ る。

報 酬 表 と同様 に重 要 な の は,そ の 人 数 構 成 で あ る。 どの 等級 に どの程 度 従 業

員 が い るの か とい う情 報 な しに は,実 際 の イ メー ジは つ か め な い 。幸 い,人 員

構 成 の デ ー タを入 手 で きた 。 第1図 が そ れ で あ る。 これ か らい くつ か の こ とが
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推 測 で き る。 ① 不 熟 練 半 熟 練 格付 けで あ るE5ま で を み る とE4とE5が 比 較

的 多 い こ と。 これ に は二 つ の層 が あ る と想 像 され る。 現 業 と単 純 事 務 職 で あ る 。

これ らの層 ば 人員 的 に決 して少 な くな い が,主 力 とは い え な い 。② 最 も多 い

の は,3年 以 上 の 訓 練 生教 育 修 了 者 の格 付 けで あ るE6と そ の 一 つ 上 のE7で.

あ る。 これ は訓 練 生教 育 修 了 者 の か な りの部 分 が1ラ ンク は上 が る こ とを 示 し

て い る よ う に お もわ れ る。 ③ 企 業 内 昇 進 をす る者 が 多 い とみ ら れ る こ と。C

社 の ば あ い離 職 者 は非 常 に少 な い とい う。 ま た,専 門大 学 卒 相 当 の初 任 格 付 け

はE11で あ る こ とか ら判 断 して,E9か らE11(少 な く と もE10ま で)く らい

に か け て は,企 業 内 キ ャ リア をつ ん で 昇 進 した 者で あ る とい え そ うだ 。 テ ヒニ

カー や 職 長 ク ラ ス で あ る。④ す で に述 べ た よ う に,専 門大 卒 の 初 任 格 付 けが

Ell,大 卒 の 初 任 格付 けがE12で あ る。 多 くが 入 社 数 年 の うち に協 約 外 職 員 と

な る。 大 卒 者 の急 増 は協 約 外 職 員,C社 で は 「管 理 的 従 業員 」 の急 増 とな って

あ らわ れ て い る。LM1,LM2の 急 激 な 増 加 は,こ の層 の報 酬 制 度 の 改 定 を も

た ら した の で あ る。 この点 につ い て は あ とで 詳 し く検 討 す る。

茜 成績加給査定

1億 マ ル ク を上 回 る 予算 で,い まやE1か らE13ま で統 一 的 な成績 加 給 制 度

が発 足 した 。 成績 加給 の 額 は,実 績 で み る と協 約 賃 金 の0-30%の 幅 に あ る。

実績 か ら推 定 す る と全 社 平 均 す る と7%程 度 にな って い るが,そ の程 度 は事 業

所 に よ って さ ま ざ まで あ る とい う。

全 社 レベ ル の事 業 所 協 定 に よれ ぽ,評 価 基 準 は つ ぎの8つ で あ り,現 場 の実

情 に あ わ せ て そ の な か か ら原 則 と して5つ の 基 準 をえ らぶ こ と とな って い る。

① イ1:事量,② 仕 事 の質,③ 自律 性,④ 多 面 性,⑤ 積 極 性(Einsatzbereit-

schaft),⑥ コ ス ト意 識.⑦ 協 調 性,⑧ 指 導 態 度(部 下 の い る者1。 評 価 は

5段 階 で,1.要 件 を まだ 十 分 に は満 た して い な い,2.要 件 を満 た して い る,

3.し ば しば 要 件 以 上 の 能 力 を もつ,4.要 件 以 上 の 能力 を もつ,5.明 らか に

要 件 以 上 の能 力 を もつ,あ る。

2
.
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① 仕 事 の 量 … …仕 事 量 とそ の テ ンポ.集 中力,効 率 性 。

② 仕 事 の 質 … …仕 事 の 丁 寧 さ 〔Arbeits臼Ute).信 頼 性,納 期 厳 守,労 働 災

害 や 環 境 保 護 に対 す る態 度 。

③ 自立 性 … … 自 立 的 行 動,共 に考 え る(Mitdenken),カ イ ゼ ン,イ ニ シ

.ア テ ィブ,実 行 能 力 。

④ 多面 性 ・・一 精 神 的 フ レ キ シ ビ リ デ ィ,広 い 持 場 能 力(Einsetzbarkeit>,

創 造性,調 整 能 力,学 習 能 力/学 習 意 欲 。

⑤ 積極 性(Einsatzbereitschaft)一 ・… 参加 意欲 と動 機 づ け。

⑥ コ ス ト意 識 … …経 済 的行 動,資 材 や エ ネ ル ギ ー な どの扱 い(Umgang)。

⑦ 協 調 性 … … チ ー ム行動,情 報 交 換,紛 争 に対 す る態 度,同 僚 や顧 客 との

付 き合 い(Umgang)。

⑧ 指 導 態 度(部 下 の い る者)… …納 得 させ る力,コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ンカ,

動 機 づ け る能 力,仕 事 の 企 画D

原 則 と して各 基 準 は 同一 の 比 重 を もつ が,比 重 に 差 を つ け る こ とは可 能 で あ

る 。 これ らの 項 目の結 果 と して,「 全 体 と して の 評 価 」 段 階 が 決 め られ,課 に

配 分 さ れ た 追加 予 算 の枠 内で 評 価 が 高 い者 が 多 くの 成 績 加給 点 を 獲 得 す る。以

上 の 指 標 は い ず れ もやや 抽 象 的で あ るが,日 本 の企 業 と 同様 に,課 レベ ルで は

もっ と具 体 的 な 基 準 に 置 き換 え られ る こ とに な る。 成 績 加 給 は,つ ぎの4つ の

要 因 に依 存 す る とさ れ る 。① 「全 体 と して の評 価 」.② す で に支 給 され て い る

成 績 加 給,③ 標 準 値(Orientirungswert)な らび に上 限 値(Bandbreiten),④

取 締 役 会 が 確 定 す る予 算,で あ る 。 こ こで標 準 値 とは,本 人 の評 価 が ず っ と3

を維 持 して お り,当 該 報 酬 等 級 で の 在 籍 年 数 が そ れ ぞ れ6年,15年 を 満 た して

い る 人 の 成 績 加 給 段 階(Lei5tungszahlung-Stufe)で あ り,全 体 の 目 安 と な る

もので あ る。 ま た.卜限値 とは,当 該 報 酬 等 級 で 評 価 が優 秀 で あ る 人 の と りうる

最高の成績加給段階である。ただ し,例 外的に優秀な者(評 価段降5)に つい

て は,こ の 上 限値 を.ヒ回 る こ と もあ り うる と され て い る。

さて,成 績加 給 の 基礎 とな る の は,成 績 加 給 段 階 と呼 ば れ る もの で あ り,1
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第3表 成績加給 のガ イ ドライン

報酬等級 標準値6年後 標準働5年後 上限値 報酬等級 標準値6年後 標準値15年後 上限値

E1 6 12 22 E8 81 14 30

E2 6 12 23 E9 9 16 32

E3 7 13 24 E10 ユ0 17 34

E4 7 13 25 Ell ユ0、 17 36

ES 7 13 27 E12 ユ1 19 38

F6 8 ユ4 28 E13 ユ2 i20 40

E7 8 14 29

出典=社 内資料。

段 階 ≡25マ ル ク/月 で あ る。 成 績 加 給 の ガ イ ドラ イ ンは つ ぎの よ うに な って い

る(第3表)。 た とえ ば,従 業 員 数 の 最 も多 いE7で,5段 階 評 価 の3「 しば

しば 要件 以 上 の 能力 を もつ 」 を得 た場 合,こ の 評 価 で6年 た つ とLZは8で 毎

月200マ ル ク(25×8=2⑪0)の 成 績 加 給 と な り,15年 た つ とLZ4114で 毎 月

350マ ル ク(25×14≡350)の 成 績 加 給 を え る こ とに な る。

査 定 す る上 司 は,③ とい う基準 を もと に,② を前 提 と して,① に よ り部 下 の

評 価 をす るわ けで あ るが,そ れ で,成 績 加 給 が 決 ま るわ け で は な い 。④ の 予算

が 問 題 と な る。 これ は 会社 が 決 定 す る。 最 終 的 に は,課(Abteilung)レ ベ ル

まで ブ レイ ク ダ ウ ンされ る。 予 算 は事 業 所 ご とに事 業 所 協 定 で確 定 さ れ,課 単

位 で さ ら.にE1か らE5,E6か らE9,E10.か らE13の3つ の 報 酬 等 級 ご と に

配 分 され る。

成 績 評価 を お こな うの は 「人事 に責 任 を持 つ 従 業 員 」 とさ れ て お り,通 常 は

課 長 か 工 場 長(Betriebsleiter)で あ る 。工 場 な どで は 第一 次 査 定 者 は職 長 で あ

る。厳 しい 上 司 と甘 い上 司が い る の は当 然 で あ り,課 の 全 体 会 議 で 調 整 す る 。.

小 さい 課 で は,そ れ らの課 を管 轄 す る部 が 調 整 す る こ と もあ る。 査 定 は 年1回.

で あ り,結 果 は,上 司 と本 人 との年1回 の 面 談 の さい に,文 書 で 本 人 に 知 らさ

れ る。 従 業 員代 表 会(Betriebsrat)の 発 言 に よ れ ば,当 初会 社 は この シ ス テ ム

を導 入 す る と きに 本 人 との面 談 ・異 議 申 し立 て を必 ず しも望 ま しい とお も って

い なか った とい う。 しか し,従 業 員 代 表 会 の 主 張 を呑 む か た ち で,決 着 して い
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る。 づ ま り,評 価 に不 服 の あ る従 業 員 は4週 間以 内で あれ ば,労 使 同 数 委 員 会

に異 議 申立 て をお こ な う こ とが で き るよ うに な っ た ので あ る。 実 際 に,異 議 申

し立 て を お こ な う者 は少 な くな く,聴 き取 りに よれ ば,1996年1年 間 に,本 社

地 区 だ けで 約500人 が 申 し立 て た とい う。 これ は 従 業 員 の2%弱 に あ た る 。

事 業 所 協 定 に よれ ば,本 人の 業 績 が 下 が った と上司 が判 断 した と きは,本 人

に 説 明 の上,評 価 を下 げ る こ とが で き る。 た だ し,本 人 の 責 に よ らな い健 康 上

の理 由 な ど場 合 に は,評 価 は下 げ ない 。 疑 義 が 生 じた と きは労 使 同 数委 員 会 が

決 定 す る とさ れ て い る。 実 際 に は,一 度 つ い た 成 績加 給 が 下 が る こ とは ほ とん

どな く.,昇 進(上 位 の報 酬 等 級 へ の格 付)時 に考 慮 さ れ る にす ぎな い 。 た だ例

外 的 に 成 績 が 非常 に低 下 した場 合 で も絶 対 に下 げ られ ない と会 社 と して は 困 る。

他 方,従 業 員 代 表 会 と して は歯 止 めが 必 要 で あ る。 こ の歯 止 め は事 業 所協 定 で

定 め られ て お り,最 大4段 階 ま で の低 下 が 認 め られ る。1段 階25マ ル クで あ る

か ら,100マ ル クまで の低 下 はあ りう るわ けで あ る。

成 績 加 給 は,従 前 の よ うに協 約賃 金 の 上昇 と同時 に 自動 的 に増 え るわ けで は

ない 。 どの程 度 増 え るか は 取 締 役 会 の判 断 に よ る 。会 社 の専 権 事 項 で あ る(配

分 ル ー ル につ い て は従 業 員代 表 会 と協 議 しな け れ ば な らな い)。 制 度 上,全 員

が 均 等 に加 給 が 増 え るの で はな く,査 定 に よ って優 秀 な者 だ け が増 え る よ う に

な った。 また 職 員 に限 らず,現 業 労 働 者 全体 に も個 人 別 の 成績 加 給 が導.入され

た こ とが 新 しい点 で あ る。

実 際 の成 績 加 給 は,会 社 が そ れ にか か わ る予 算 を増 や した と きの 配分 とい う

こ と に な る。 仮 説例 を あ げ て み よ う。 会社 が 成 績 加 給 にか か わ る予 算 を2,160

万 マ ル ク増 や した と しよ う。 全 社 で4万 人 の 協 約 対 象 従 業 員 が い る とす る 。r

人 当 た り平 均 月45マ ル クの 予 算 とな る。 ま た,協 約 職 員 の 平 均 基 本 報 酬 が 月

4,500マ ル ク と しよ う。 そ うす る と,こ れ は 一 人平 均1%の 賃 上 げ に相 当す る。

さ ら に協 約 職 員13名 か ら な るあ る課 で,E4が6人,E7が7人 とす るgす る と

課 の増 加 した 予 算 は,(E4の 基 本 報 酬 額 ×6+E7の 基 本 報 酬 額 ×7)×0.01

と な る 。 成 績 加 給LZ1点 は25マ ル ク な の で.,こ の 課 予 算 額 が25の 倍 数 に な る

一

醐

"
.圃鷲
.
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よ う に四 捨 五 入 され る。 人 々 の働 きに大 差 が ない とす れ ば,職 場 の なか で 「年

功 的 」 に運 用 され る可 能性 も大 きい。 この制 度 が 実 際 に どの よ う に運 用 され る

の か は まだ 不 明 で あ る。

4協 約外 職員 ・管理職 員

一 般 に ドイ ツで は職 員 は労 働 協 約 の対 象 とな る 「協 約職 員」 と対 象 外 とな る

「協 約 外 職 員 」 に分 か れ る。 こ の 「協 約 外 職 員 」 の う ち,よ り上 位 の 職 員 を

「管 理 職 員」(LeitendeAngestellte).と 呼 ぶ 。 法 的 に は経 営 組 織 法 に規 定 が あ

る7,。「管 理 職 員」 に経 営 組 織 法 は適 用 され ない 。 そ の代 わ り彼 らに は 「管 理 職

員 代 表 委 員 会 法(SprecherausschuBgesetz)」 が 適 用 さ れ る。 以 下 で は,と く

に断 らな い か ぎ り 「管理 職 員 」 で は ない 「協 約外 職員 」 を単 に 「協 約 外 職 員 」

とす る。

さて,C社 の協 約 外 磯 貝,管 理 職 員 はそ れ ぞ れ全 従 業 員 の8,6%,7,0%に 達

し て い る 。 協 約 外 職 員 と管 理 職 員 の こ と を,C社 で は 「管 理 的 従 業 員 」

(LeitendeMit.arbeiter,LM>と 称 して い る 。 法 律.EはLM1が 「協 約 外 職 員 」

で経 営 組織 法 の 対象 とな る従 業員,LM2以 上 が 「管 理 職 員 」 で あ るの。 大 卒 採

用 が拡 大 して い くなか で,C社 で も協 約外 職 員や 管 理 職 員 の増 大 が 大 きな問 題

とな って きた。 これ は従 業 員 代 表 会 に と って みれ ば,労 働 協 約 に よ る規 制 の お

よぼ な い層 の増 大 と して 大 い に問 題 で あ り,経 営 組 織 法 で の対 象 内 で あ る協 約

外 職員 につ い て の労 働 条 件 の確 定 は.果た すべ き課 題 で あ る。 他 方,会 社 と して

も協 約 外 職 員 ・管 理 職 員 の 増 大 は,昇 進 問題 を引 き起 こす 。 これ は 日本 と同 様

.で あ る。 した が って,協 約 外 職 員 を い か に 遇 す るか は,労 使 に と っ て 大 き な

テ ー マ で あ っ た 。 こ う した 背 景 を も って,1991年 以 来 「管 理 的 従 業 員 」LM1

7)邦 語 文献 として は,レ ーヴ ィッシュ[1995],148-153,255-270ペ ー ジをみよ。

8)後 にみ るように,C杜 には 「協 約外 職員」 とい う職位が あるが,こ れ は一般 に用い る 「協約外

職 員」 とは異な った概念であ り,協 約職 員の長期勤続者の昇進 ポス トであ る。聴 き取 り時点では

「管理 的従業員」 のLMIに 統合 されつつあ り,在 籍者はわずか2名 にす ぎなか った。 したが っ

て,先 の第1図 ではLM1に 含 めてい るひ

.

`
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の扱 い が 労使 の大 きな 問題 とな った 。

会社 の 方 針 は5つ に ま とめ られ る。 ① 成績.によ る支 払 の強 化,② 多様 な報

酬 部 分 の 拡大(固 定 所 得 部 分 の削 減),③ 目標 管 理,多 様 な 報 酬部 分 を個 々 の

目的 達 成 度 に結 び付 け る,④ 所 得 の 一部 を,老 齢 年 金 へ の追 加 請 求 権 に 回す,

⑤ 透 明性 を高 め る。 ④ を除 け ば,日 本 の 大 企 業 で な さ れ て い る も の と大 差 な

い とい って よい で あ ろ う。

C社 で は 管 理 的 従 業 員 の 増 加 と昇 進 の頭 打 ち問.題が お こ って い る。LM1や.

4,5,6は 細 分 化 さ れ た(LM1はLM1.1,LML2,LM1.3の3つ に,LM4と

LM5は2つ に,LM6は3つ に)が,そ の原 因 は こ こ に あ る よ うに お もわ れ る。

今 後LM2やLM3の 細 分 化 もお こ なわ れ る可 能 性 が 高 い。 実 は,.会 社 は 「管

理 職 員 」 をふ くむ 「管 理 的従 業 員 」 全 体 の シス テ ム をか え よ う と した の で あ り.,

従 業 員 代 表 会 と交 渉 対 象 と な って い な いLM2以 上 につ い て は,会 社 が 一 方 的.

に 決 定 す る。 実 際 上 級 管 理 職LM4だ が,リ.ス トラ な ど の 影 響 で 実 際 に は

LM2ク ラ スの 仕 事 しか して い な い 者 もい る とい う。 しか し,だ か ら と い っ て

報 酬 を下 げ る とい う こ とは な い 。管 理 職 の肥 大 化 と 「年 功 的 昇 進 」 を 防 ぎ,管
し 一

理 職 に もっ と厳 しい査 定 を実施 しよ う と会社 は考 えて い る。 日本 の 大 企 業 と同

じ問題 を抱 えて い るわ けで あ る。 ま た,⑤ の透 明 性 につ い て 。 聴 き取 りに よ れ

ば,10年 前 まで はLM1以.Lの 報 酬 は完 全 に 企 業 秘 密 で あ り,管 理 職 員 た ち は

とな りの管 理 職 員 の 報 酬 な どは ま6た く知 らなか った 。 だ が,現 在 で は 状 況 が

変 わ っ てい る とい う。 現在 の管 理 職 員た ち は 同 じク ラ スの 平 均 額 が い くらで あ

り.,自 分 が ど こ に位 置 づ け られ て い るか,そ して その 理 由 は何 か な どに つ い て,

明確 さ を要 求 す る よ う に な って きた 、大 変 な の は上 司 で あ って,合 理 的 で 明確

、 な説 明 を しな けれ ば な ら な くな って きた とい う。 そ こで,会 社 と して も管 理 職

、 員 た ち の こ う した 傾 向 に対 応 して透 明性 を高 め よ う と して い るの だ とい う。 ち

な み にLM1.1,LM1.2,LMr3の 場 合,同 一 職位 で の 報 酬 幅 は ほ ぼ30%で あ

る(第2図)。LM2以 上 の 報 酬 幅 は 公 表 さ れ て い な い。

さ て,「 管 理 的 従 業 員 」LM1を め ぐる労 使 交 渉 は,簡 単 には ま と ま らな か っ
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第2図LM1.1,1,2,1.3の 報 酬 幅

LM1.2

LM1.3

LM1.1

出典=社 内資料。

た 。 会社 は1995年 末で 従 前 の事 業 所 協 定 を解 約 す る こ と を明 らか に した 。従 業

員代 表 会 は無 協 定 を 防 ぐた め に,1995年 秋 か ら会 社 と再 交 渉 を 開 始 した 。最 終

的 に 全社 事 業所 協 定 が 結 ばれ る の は1996年10月 末 で あ り,同 年12月1日 に発 効

した 。.

従 業員 代 表 会 の 要 求 はつ ぎの と お りで あ った。 ① 管 理 職 員 よ り下 の 全協 約

外 従 業 員(従 前 の 「協 約 外 職 員 」 とLM1)を す べ て一 つ の 全 社 事 業 所 協 定 に

規 定 す る こ と。 ② 任 命,報 酬 決 定,の ち に給 与 ア ップに お い て 透 明性 を高 め

る こ と。 ③ 最 上 位 の協 約 職 員 との最 低 格 差 の 確 定 。 ④3段 階 報 酬 モ デ ル'♪の

設 定 と検 証 可 能 な 職 務 評 価 手 続 。 ⑤ 社 内 の通 常 の 勤務 時 間 か ら完 全 に は切 り

離 さ な い こ と。⑥ 待 機(Bereitschaft)に よ る特 別 の負 担,な らび に と くに 多

い 追 加 労 働 時 間 を 正 当 に配 慮 した補 償 を今 後 も維 持 す る こ と。⑦ 年 に.一一回以

上 お こ な う考 課 面 談 を従 業 員 が 要 求 で き る こ と。⑧ 従 前 の 「協 約 外 職 員 」 と

LM1の 現 状 保 証 規 定 と新 シス テ ム へ の 移行 に あ た っ て個 人の 決 定 権 の確 保 。

① に 関 して は,す で に述 べ た よ う に,従 前 は学歴 て 区別 され て い た 「協 約 外

9)LM1を1.1,L2,1.3の3段 階に細分化すること。
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職 員 」 と管 理 的 従 業 員LM1の 区 別 は な くな り.,LM1に 統.一一され た 。 これ は

会 社 も同 じ考 えで あ った と お もわ れ る。 ④ につ い て は,LM1が 三つ に細 分 さ

れ,役 職 所 得 は最 低 の10万 マ ル クか ら17万5千 マ ル ク まで とされ た 。 新 た に採

用 さ れ た大 卒 は 「大 卒 者 大 綱協 約」 に よ る初 任 報 酬 が 支 払 わ れ る。 役 職所 得 は

12ヵ 月 の給 与 と特 別 報 酬 とか ら な る。 さ らに経 済 状 況 に応 じて さ ま ざ ま な一 回

限 りの報 酬 が与 え られ る と され た 。 役 職 所 得 の 「給 与 」 と 「特 別 報 酬 」 へ の配

分 は つ ぎ の よ う に され て い る 。LM1,1-90:10,LML2-87.5:12.5,LMI.3

-85:15 。

LM1,1か らLM13ま で の割 り当 て は実 際 の 仕 事 内 容 と個 人 の 能 力 を基 準 と

し,認 定 に当 た って は,全 社従 業.員代 表 会 の代 表 者 も参 加 して 単 純 化 さ れ た 手

続 きが 実 行 され る ζ とに な った 。労 働 時 間 につ い て は,従 業 員 代 表 会 の 意 見 は

ほ とん ど考 慮 され なか った 。 管 理 的 従業 員 も会社 で 通 常 の労 働 時 間 を基 本 時 間

とす る こ とに な った の み で あ る。仕 事 内 容 と裁量 の 自 由度 が 強 調 され た 。 考 課

面 談 時 に,LM1の 従 業 員 は範 囲職 務 給 の なか で の 自分 の位 置 や 設 定 レた 目標

の達 成 度,業 績 か らみ た 報 酬 設 定 に つ い て 知 らさ れ る 。 ま た,会 社 の決 定 に対

して 異議 を 申 し立 て る こ とが で き,そ の 場 合 には 製造 所 内 の労 使 同 数委 員 会 が

処 理 す る もの とさ れ た。 ま た報 酬 が 減 少 す る場 合1ごは,特 別 の 手続 きを経 る必

要 が あ る と され た。 ま た 従 来 の 「協 約 外 職 員 」 の うち.移 行 の の ちLM1.1に

属 し,13万5千 マ ル ク未満 の収 入 で あ るか55歳 以一ヒの 者 に つ い て は,従 業 員代

表 会 の 主 張 に よ り,選 択 の 自 由 が あ た え られ た 。 つ ま り,旧 来 の 「協 約 外 職

員 」 に とど ま り,そ れ ぞ れ協 約 従 業 員 の労 働 時 間 シ ス テ ム に と ど ま るの か,そ

れ と も新 モ デ ル に 移 行 す るか で あ る'じ)。1996年12月1日 に この全 社 事 業 所協 定

が 発効 した。 具 体 的 な内 容 は以 下 の とお りで あ る。

.(1)格 付 け 格 付 け 昇 進 ぽ,第4表 の 基 準 に そ っ て,各 事 業 部(Unter一.

nehmensbereich)の 申請 に よ りお こ な う。 こ の 基 準 に よ る査 定 は担 当 上 司 が

10).『移行期限が1997?3月 末であるにもかかわらず,.1997年1月 時点で 「協約外職員」にとどまつ.「.
ているのが,わ ずか2人 であることからみて,こ れはほとんど実質的な意味をもたなかったと

いってよい。
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第4表LM1べ の格付 け配分

LM1.1… … ヘ イ ・ポ イ ン ト420点 以 上 。 か つ,①E13か ら昇 進 す る 者 につ いて は,

E13で の 経 験 年 数 は,大1年,専 門 大 学 卒 は 通 常1一 一一3年,そ の 他 の 従 業 員

は で き るだ け5年(3年 以 上)。 ② 大 卒 者 大 綱 協 約 に よ る従 業 員 に つ い て は,

採 用 時 に。

LM12・ … ・・ヘ イ ・ポ イ ン ト500点 以 上 。 か つ,通 常 は,LM1,1で の経 験 が3年 以 上 。

ジ ョブ ・ロー テ イ シ ョ ンまた はLM1.1に お け る プ ロ ジ ェ ク ト作 業 の 成 果 証 明 。

場 合 に よ って は 職 務 関 連 の 追 加 資 格証 明(た とえ ば,指 導 経 験,専 門知 識)。

*大 卒 者 大 綱 協 約 に よ る従 業員 の場 合 は,経 験 年 数 は最 低 年 収 に関 す る協 約

第2条 第8号 に よ り協 約 外 職 員 と してみ な され る時 点 か ら数 え る。

LM1β … … ヘ イ ・ポ イ ン ト580点 以上 。 かつ,通 常 は,LM1.2で の 経 験 が3年 以 上 。

ジ ョブ ・ロー テ イ シ ョンま た はLML2に お け る プ ロ ジェ ク ト作 業 の 成 果 証 明 。

場 合 に よ って は職 務 関連 の追 加 資 格 証 明(た と えば,指 導 経験,専 門 知 識)。

出典:社 内資料 。

第5表 へ.イ ・シス テ ムの 基準

評 価 基準 定 義 解 説

1.知 識 ① 専 門 知 識 職業教 育 と/ま たは実践 に もとつ く専門知識

(Wissen) ② 経 営 知 識 企 画,組 織,指 導,管 理 の 能 力

③ 対 人 能 力 例 えば,同 僚,従 業 員,顧 客,納 入 業 者 との

つ きあい

2,思 考 力 ① 思 考 枠 組 与 え られ た 指 示,基 準,方 針,方 法,手 続 き

(Denkεn】eistu㎎) などに関す る思考範囲

② 思 考 要 件 問題の困難度

3.責 任 ① 行動の自由度 仕事にお ける管理 と自立性 の範 囲

(Verantw。rt皿gs一 ② 影響 の種類 最終結果への直接 的間接 的影響

wert) ③ 数量的業績 年間の金額(例 えば売 り上 げや製造 コス ト)

で表われる分野 の数量 的業績

出典:社 内資料。

す る 。 職 務 評価 は,第5表 に よ るヘ イ ・評価 シス テ ムに よ って,製 造所 レベ ル

を 超 え た(Uberwerklich)労 使 専 門委 員 会 が 内 密 にお こな う。 この 委 員 会 の 構

成 は,使 用 者 側2名,従 業 員 代 表 会2名,お よび専 門担 当者 か らな る。 職 務 評

価 の結 果 は 申請 者 に知 ら され る。 な お,正 当 な理 由が あれ ば 個 別 に,職 務 評価

の 申請 を従 業 員 代 表 会 もす る こ とが で きる。
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(2)職 務 給 の 幅 と予 算 職 務 給 の金 額 幅 を変 え る のか ど うか,変 え る とす れ

ば何 パ ー セ ン トとす るか は取 締 役 会が 決 め る。 幅 の 比 率 の 変 更 にあ た って は,

経 営 組 織 法 第87条1項10号 にい う従 業 員代 表 会 の共 同決 定 権 が 尊 重 さ れ る。 取

締 役 会 は会 社 の 経 済状 況 を考 慮 した うえで,通 常 は毎 年i回 役 職 所 得 の 業 績 関

連 部 分 予 算 を どの程 度 にす るか を決 定 す る。 取 締 役 会 が 決 定 す る前 に,経 済委

員 会(労 使 協 議 機 関)で 従 業 員 代 表 会 へ の 情 報 提 供 と協 議(Beratung)が お

こ なわ れ る。

(3}個 別 の 報 酬 連 邦 報 酬 協 約 か らLM1に 昇 進 した 従 業 員 は,任.命 時 点 で

つ ぎの 個 人 別最 低役 職所 得 を得 る。 これ は,(任 命前 月 の協 約 報 酬+成 績 加 給)

Xl3x1.1+協 約 有 給 休 暇 手 当 相 当 分 で あ る。労 働 協 約 で は,.協 約 報 酬 の100%

が 一.一時 金 と して 支 給 され るか ら11,,協 約 有 給 休 暇 手.当を 除 け ば,さ しあ た り

10%の 収 入 増 にな る とされ て い るわ けで あ る。

全 体 事 業 所 協 定 に よれ ば,報 酬 の改 訂 時 に,「 管 理 的 従 業 員 の 報 酬 が 上 昇 す

るか,現 状 維持 とな るか,下 が るか は,本 人 の 業 績 に よ る」 と規 定 して い る。

た だ し,聴 き取 りに よれ ば,実 際 に下 が る こ とは ほ とん どな い。 こ こ で業 績 と

は,課 題 ・期 待 を満 足 したか,目 的 を達 成 した か とい う こ とで あ る。 そ の さい,

仕 事 の 成 果,品 質,品 質 保 証,な ら び に行 動 指 標,と くに積 極 的 関 与(En-

gagement),創 造性,社 会 的 責任,指 導,協 調 性,お よ.び環 境 保 護 と安 全 に対

す る責 任 あ る行 動 が 考 慮 され る もの とす る 。

(4)最 低 保 証LMの 役 職 所 得 は,成 績 が 要 件 を 満 た し(ge舶gen),通 常

3年 間 そ の ラ ンク にい る な らば,範 囲 職務 給 の 幅 に 下か ら10%の ラ イ ン以 上 の

報 酬 を え る。 また,成 績 が 良 好(gut)で 通 常3年 以 上 そ の ラ ンク に い る な ら

.ば,幅 の下 か ら10-20%以 上 の 報 酬 を 得 る 。 「す ぐれ て い る」(herausragend)

とい う評 価 を得 て5年 以 上 そ の ラ ンク に い る な らば,下 か ら20%以 上 上 限 まで

の 間の 報 酬 を うる。

11)WSI「1997,S.195.な お,病 体 時 の報 酬100%保 証 の 維持 と引 き換 え に,1997年 か ら一 時 金 は

95%と5%だ け 削 減 さ れ た 。
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報酬の確定 とその地位についての理由は面談のなかでLMに 遅滞なく説明

される。LMま たは.ヒ司の希望により,ま たは前回の検討のときと比較して,

その位置づけがはっきりと低い(1%以.ヒ のずれ)場 合には,備 考欄 に主要な

面談結果を記載する。LMは,自 分の認識を備考欄に記す権利を持つ。この備

考は上司と本人の署名をえて人事書類 とされる。また,報 酬額の減少にあたっ

ては,成 績の悪い点を除去する十分な機会をあたえられるように,事 前に,そ

の点について適時指摘される。

役職所得を下げる場合には,事 前に本人と製造所内労使同数委員会に適時に

通知 し,そ の理由を文書化 し,人 事書類に記す。本人が使用者の決定に同意し

ないばあいには,知 ってから4週 間以内に担当人事部局に製造所内労使同数委

員会が上司の決定を検討するよう申請することがで きる。委員会は使用者代表

2名,従 業員代表会メンバー2名 で構成する。

(5)労 働時間LMの 労働時間は,一 般的な企業の規則,一 部の特殊規則,

1'Mと して果たすべき職務,会 社の必要によって決まる。時間的負荷は,.本人

の裁量の自由の枠内で会社の事情を考慮 して補償される。その他の点は役職所

得で補償されている。

会社の必要を考慮 した うえで,LMは 原則として完全な休 日を年に6日 まで

とることがで きるm)。それ以外に,長 期間にわたるあるいは繰 り返される特別

の時間的負荷,深 夜勤務,日 曜勤務,ま たは祭日勤務は,優 先的に休暇によっ

て補償される。

IVお わ り に

ドイツ化学企業C社 の報酬システムを検討 した。他社の動向は割愛 したが,

これをふ く.めて考えると,い くつかの特徴を指摘できる。まず,労 働協約の規

12)管 理職 として個 人が優先 的に確保で きる休 日を指 してい る。逆にいえば,そ れ 以外 のときは,

会社の都.合で必要 とあれ ば休 日出勤 しなければ ならない とい うことであろ う。同 ・企業 とお もわ

れ る事例について,新 海[1999ユ,13ペ ージを参照せ よ。
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制力の強さがある。巨大企業でも,労 働協約の報酬体系にもとづいた報酬支払

いがおこなわれているのである。この体系は部分的な修正を経つつ も維持され

ている。つぎに分析的職務評価の衰退を確認で きる。業務の高度化が分析的職

務評価の有効性を弱め,総 合的職務評価へ回帰 している。また興味深い点は,

査定の体系だけでなく運用 も日本と大差ないようにおもわれること,さ らに協

約外職員の報酬体系が,協 約職員 と切れてはいるものの昇進の頭打ちなど日本

の大企業と共通する問題が.発生 していることである。

「
.乞

.

}
.

参 考 文 献

大塚 忠[1993]「 変化 す る往事 と社会 システムー 独 口比較 に向けて」「変化の中

の労働 と生活』(社 会政策叢書第17集)啓 文社,207-239ペ ージ。

[19941「 横断的交 渉機構 か ら 「経営 に近 い』交 渉機構へ」 「日本労働研 究

.雑誌」7月 号,2-14ペ ー ジq

[1996]『 現代 ドイツ労使 関係 シス テムの変容要件」(関 西大学経 済 ・政治

研 究所研 究双書97冊),97一 ユ25ページ。

[1998]「 ドイツ労使 関係 の変容要件(1)」r経 済論 集』 関西大学,第48巻 第

2号,97-125ペ ージ。

新海一正[1999]「 ドイツ企業 にみる人事処遇 の実 際」r日 独 労働 法協会会制 目独

労 働法協 会,第2号,2-16ペ ージ。

田中洋子[1995]「 ダイムラー ・ベン ツ社賃金明細書 の解読(1×2)」「経済学論集』 筑

波 大学,第33号,1-44ペ ージ,第34号,ユ ー53ペー ジ。

藤内和 公[1994ユ 「ドイツにおける人事考 課制度調査結果」r岡 山大 学法学会雑誌」

第44巻 第2号 。

[1995〕 「ドイツにおけ る人事考課制度 の運用実態」 「日本 労務学 会年報』

(第24同大会)。

徳永重 良編著[1985]『 西 ドイツ自動 車工業 の労使 関係』御茶の水書房。

日本労働研究機構 ・連合総合生活開発研 究所[1995]1r労 使協議制 と賃金決定 に関す

る国際比較研 究』。

[1996]「 技能労働者の育成 ・教育制度 と労働組合 に関す る日独比較研究』。

日本労働研究機構編[1998]rド イツ企業 の賃金 と人材育成』(海 外調査 シリーズ44)

日本労働研究機構。

久本憲夫[1993]「 統一 ドイツの労使体制」『大原社会問題研 究所雑誌』No、420,11



　購
.

88(釦8)第164巻 第4号

月 号,1-22ペ ー ジ 』

久 本 憲 夫[1999]「 ドイ ツ 自 動 車 企 業 の 賃 金 制 度 」 「日 独 労 働 法 協 会 会 報 」 日 独 労 働

法 協 会,第2号,17-58ペ ー ジ 。

マ ン フ レ ー ト ・ レ ー ヴ ィ ッ シ ュ[1995]「 現 代 ド イ ツ 労 働 法j法 律 文 化 社 。

Bender,Gerd[1997]ム 繭 履 プ加f`肌 面∫論 θη みπ彦onomieandZing.NeueEnt・

'o'置欄 ㎎ ψ ア〃!朗 必E々 耀 η∫τ昂勲 爵r欝 屈 ご∫飯 η8鉾o♂ 詑ど鳥Fmnkfurt〆NewYork.

Hopfenbeck,Waldemar[1990]A'忽 耀 ∫曜B8'灌 酪 勧 浴 酌 幽 ・ 姻4愉 ηαg8鷹 πf一

'読 解,M面chen.

αfen,K』us[1995]魚750加'脚 ピ滞5読 ψ(6.Aun.),Ludwigshafen(Rein),Kieh1.

WSI[1997]Tarifhandbuch1997,Koln.


